
第５回 中村川流域治水緊急対策 推進会議
＜会議概要＞

「中村川流域治水緊急対策推進会議（令和４年１１月２５日設置）」の第５回会議を開催しました。
会議では、新たに構成員として弘前市が参画するための規約改正や特定都市河川の指定につい
て協議し、合意しました。

＜概要＞
日 時：令和６年３月２２日（金）15:00～16:00
場 所：ねぶたの家 ワ・ラッセ
出席者：別添出席者名簿の通り

＜議事＞
（１）規約改正
（２）特定都市河川の指定について

＜情報提供＞
県農林水産部：青森県森林づくり協定書の概要

＜結果＞
・規約改正により、新たに弘前市長が構成員と加わった。
・特定都市河川の指定について、指定に向けたスケジュール等を共有するとともに、法定の事務手続
き等を進めていくにあたって、事前の合意を図った。

＜今後の予定＞
・次期出水期前を目途に、緊急対策の進捗や今後の予定について情報共有を図る予定。

会議の開催状況
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 特定都市河川の指定により、流域治水の対策はより一層進むものと期待し
ている。

 今回から会議に参加していただく弘前市にも感謝したい。
 中村川の災害復旧事業、激特事業が進んできており、効果が表れてきてい

るように感じる。
 ４月以降は、事業や取組の進捗を確認し合い、対策が着実に進んできてい

ることを構成員の皆様にも感じていただきたい。

第５回 中村川流域治水緊急対策 推進会議
＜構成員からの主な発言内容＞

 令和４年８月の災害では、当市においても岩木川流域の農地が浸水する被
害があった。

 流域治水の取組を進めるにあたって、それぞれの関係機関、団体が他人事
ではなく自分事として捉えることが重要と考える。

 中村川における特定都市河川の指定が早期に実現するよう、当市も本会議
に参画し、応援したいと考える。

弘前市副市長
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弘前市

青森県 県土整備部

県土整備部長

鰺ケ沢町

 特定都市河川に指定する目的は、法的枠組みの下、流域治水の実効性を高
め、緊急対策の取組を更に加速させることにある。

 県としても、国からの予算の重点化が見込まれることから、河川改修等の
更なる推進を図っていく。

 中村川が指定されると、県内初の事例となることから、モデルケースとな
るよう構成員の皆様と取り組んでいきたい。

鰺ケ沢町長



特定都市河川の指定について
（二級河川 中村川）

令和６年３月２２日
青森県 河川砂防課
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１．特定都市河川浸水被害対策法
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「流域治水」について
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流域治⽔



特定都市河川浸水被害対策法の位置付け

「流域治水関連法」の改正
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 流域治水の実効性を高め、強力に推進するため、流域治水に係る９つの法律「流域治水関連法」が改
正された。（令和3年5月10日公布、同年11月1日全面施行）

流域治⽔

引用：「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」（令和5年1月）



「特定都市河川浸水被害対策法」について
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流域治⽔

▼特定都市河川の指定対象

▼流域治水の計画・体制の強化

 令和3年の法改正により、開発による流出増に加えて、気候変動による降雨量増加に対応するため都
市部の河川のみならず全国の河川に対象を拡大し、流域のあらゆる既存施設を活用したり、リスクの
低いエリアへの誘導や住まい方の工夫も含め、流域全体で総合的かつ多層的な対策を実施することと
なった。（総合治水から流域治水への転換）

引用：「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」（令和5年1月）

引用：「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」（令和5年1月）

↑法改正により追加

↑

法
改
正
に
よ
り
追
加



特定都市河川浸水被害対策法の概要

「特定都市河川浸水被害対策法」について
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流域治⽔

河川改修・排水機場等の
ハード整備
【予算の重点化】
流域水害対策計画に位置付けられた
メニューについて、整備を加速化す
る。
・河道掘削、堤防整備
・遊水地、輪中堤の整備
・排水機場の機能増強 等

浸水被害防止区域【任意】

浸水リスクの高い土地等を区域指定
し、都市計画法上の開発を原則禁止
し、住宅・要配慮者施設等の開発・
建築行為を許可制とすることで安全
を確保する。

貯留機能保全区域【任意】

洪水・雨水を一時的に貯留する機能
を有する土地を指定し、盛土等の行
為の事前届出を義務化する。

雨水浸透阻害行為の許可
【指定後ただちに発生する事務】
特定都市河川流域において実施され
る開発行為（1,000m2以上※）に対し
て、貯留・浸透対策を義務付ける。

※条例で基準強化が可能

保全調整池【任意】

100m3以上の防災調整池を保全調整
池として指定し、埋立等の行為の事
前届出を義務化する。

雨水貯留浸透施設【任意】

公共に加え、民間による雨水貯留浸
透施設の設置を促進する。
・補助金の拡充
・税制優遇
・国有地の無償貸付 等

 特定都市河川に指定することで、河川改修等のハード整備に対する予算の重点化が見込まれるととも
に、一定の開発行為に対して貯留・浸透対策を義務付ける。

 上記の他、法に基づいた土地利用規制や雨水流出の抑制を推進することが可能となる。



「特定都市河川浸水被害対策法」について
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流域治⽔

 特定都市河川は、全国で23水系271河川が指定されている。（法改正前：8水系8河川）
 法改正により、全国的に特定都市河川の指定に向けた検討が進んでいる状況である。

▼特定都市河川の取組状況（令和6年3月12日時点）

引用：特定都市河川ポータルサイト



２．中村川における特定都市河川の指定
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指定の時期

指定する趣旨 流域治⽔
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これまでの経緯

指定する目的

年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

取組内容 合意形成 指定 流域⽔害対策計画の検討・策定
浸⽔被害対策の実施

 令和６年度に指定する予定である。

 中村川では、令和4年8月洪水により甚大な被害を受けたことから、「中村川流域治水緊急対策」を策
定し、浸水被害の防止・軽減に向けた取組を進めている。

 一方で、気候変動による降雨量の増加や海面潮位の上昇等を考慮すると、浸水リスクはさらに増加す
るものと予想される。

 このような状況から現在取り組んでいる流域治水の取組を深化し、実効性の高いものとする必要があ
る。

 特定都市河川の指定により、河川改修や内水対策等のハード対策をより一層強化する。
 法的枠組みのもとで、雨水流出の抑制や土地利用規制など、流域一体となった浸水被害防止に取り組

む。



引用：「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」（令和5年1月）

▼標識記載内容のイメージ（右：愛知県の例）

特定都市河川の指定に伴う事務手続等 流域治⽔

9

▼特定都市河川の指定に伴い即時に施行される事務等

分類 事務の内容 根拠法令

実施権者となり得る者

青森県における取扱等
都道府県
知事

指定都市
の長

中核市
の長

左記以外
の市町村の長

指定と同時に
施行される事務

雨水浸透阻害行為の許可 法第30条 ○ ○ ○ ※１ 青森県河川砂防課

指定をする旨の
公示の日に

実施する事務

基準降雨の公示
（雨水浸透阻害行為に対する貯留・浸透施設を整備する場合
の技術基準となる降雨）

令第９条第２項 ○ ○ ○ ※１ 青森県河川砂防課

指定後、早期に
実施する事務

流域水害対策協議会の組織
法第６条、

第７条
○※２ ○※２ ○※３ ○※３

中村川流域治水
緊急対策推進会議

流域水害対策計画の策定 法第４条 ○※２ ○※２ ○※３ ○※３
中村川流域治水

緊急対策

標識の設置の基準に係る条例の制定

・対策工事により設置された雨水貯留浸透施設
・保全調整池
・貯留機能保全区域

法第38条第３項、
第45条第１項、
第54条第１項

○ ○ ○ ※１ 青森県河川砂防課

引用：宮城県河川課ウェブサイト

▼雨水浸透阻害行為の対象行為・対策工事の例

※１：都道府県知事の権限に属する事務を特定都市及び中核市以外の市町村へ権限移譲された場合
※２：特定都市河川の河川管理者⼜は特定都市河川流域に係る特定都市下⽔道の下⽔道管理者を含む
※３：特定都市河川流域に係る特定都市下⽔道の下⽔道管理者を含む



特定都市河川の指定要件 流域治⽔

指定要件 判定
要件１【都市部を流れる河川】

以下のいずれかの区域を流れる河川か
・市街化区域 ・役場等の重要施設が立地する区域
・家屋が連担する地域の中心部 ・その他流域内の人口・資産が集積した区域

○

要件２【著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれ】

水防法第14条に基づく洪水浸水想定区域の指定済み又は指定予定河川か
○

要件３【河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害の防
止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況もし
くは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的
条件の特殊性により困難】

（ⅲ）地形（狭窄部、天井川）や地質、貴重な自然環境や景勝地
の保護等のため河床掘削や河道拡幅が困難な河川又は海面の干満
差による潮位変動の影響により排水困難な河川 ○

中村川

R4.8浸水範囲

鰺ヶ沢病院

舞戸小学校

要件１ 要件２

令和２年６月指定・公表

河川沿いに家屋が連担
病院や鉄道等が立地

要件３

海面潮位の上昇に伴い河川水位も上昇
河川の氾濫だけでなく、内水リスクにも影響 10



特定都市河川流域 流域治⽔

 特定都市河川流域は、当該水域が流域治水に係る施策を講じる区域であることを踏まえ、下水道の排水区域を含む
降雨が当該特定都市河川に流出する「集水域」、そして当該特定都市河川からの氾濫が想定される「氾濫想定区
域」について指定することとなっている。

 なお、今回の指定にあたっては「集水域」のみを特定都市河川流域として指定することとし、氾濫想定区域につい
ては、今後の推進会議において計画対象降雨等を決定したのち、これに対応する氾濫想定区域を追加指定する。

11
引用：「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」（令和5年1月）

氾濫想定区域の特定都市河川流域への指定手順の例（イメージ）

↓今回の指定範囲 ↓今後の協議により追加指定の可能性



特定都市河川流域（下水道排水区域） 流域治⽔
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 中村川下流部の鰺ヶ沢町市街地部においては、下水道排水区域として、駅前排水区、上富田排水区、蒲生排水区の3
排水区が指定されている。
⇒各排水区の集水域も特定都市河川流域に含める。

駅前排水区

蒲生排水区

上富田排水区

凡例

中村川流域

下水道排水区域



特定都市河川流域（中村川、徳明川、堀切川） 流域治⽔
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中村川流域

鰺ヶ沢町

弘前市

中村川

徳明川

西目屋村

堀切川

河川区間：中村川水系中村川等の計３河川
流域面積：約１４９㎢

（鰺ヶ沢町の一部、弘前市の一部）



雨水浸透阻害行為の基準降雨について 流域治⽔

 特定都市河川浸水被害対策法施行令第９条の規定により、基準降雨を定め、公示する。
 開発事業者は、基準降雨に基づき雨水貯留浸透施設を設置することとなる。
 基準降雨は、青森県降雨強度式（深浦特別地域気象観測所）を用い、確率年を10年とし、中央集中型の降雨波形

（降雨継続時間24時間、洪水到達時間10分）とする。
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基準降⾬
確率1/10降⾬表

青森県降雨強度式
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基準降⾬波形：中央集中型1/10降⾬波形

最⼤降⾬強度（1時間）：50.1mm/hr

最⼤降⾬強度（10分）：128.6mm/hr

1/10年確率（深浦）

基準降雨

時 分
降⾬量

（mm/h）
時 分

降⾬量
（mm/h）

時 分
降⾬量

（mm/h）
時 分

降⾬量
（mm/h）

0-10 1.96 0-10 3.25 0-10 56.33 0-10 3.16
10-20 1.98 10-20 3.32 10-20 30.22 10-20 3.09
20-30 2.00 20-30 3.39 20-30 21.53 20-30 3.04
30-40 2.02 30-40 3.47 30-40 17.05 30-40 2.98
40-50 2.04 40-50 3.55 40-50 14.27 40-50 2.93
50-60 2.07 50-60 3.63 50-60 12.37 50-60 2.88
0-10 2.09 0-10 3.72 0-10 10.97 0-10 2.83
10-20 2.11 10-20 3.82 10-20 9.89 10-20 2.78
20-30 2.14 20-30 3.92 20-30 9.04 20-30 2.74
30-40 2.16 30-40 4.03 30-40 8.34 30-40 2.69
40-50 2.18 40-50 4.14 40-50 7.75 40-50 2.65
50-60 2.21 50-60 4.27 50-60 7.26 50-60 2.61
0-10 2.24 0-10 4.40 0-10 6.84 0-10 2.57
10-20 2.27 10-20 4.54 10-20 6.47 10-20 2.54
20-30 2.29 20-30 4.70 20-30 6.14 20-30 2.50
30-40 2.32 30-40 4.87 30-40 5.85 30-40 2.47
40-50 2.35 40-50 5.05 40-50 5.59 40-50 2.43
50-60 2.38 50-60 5.25 50-60 5.36 50-60 2.40
0-10 2.42 0-10 5.47 0-10 5.15 0-10 2.37
10-20 2.45 10-20 5.72 10-20 4.96 10-20 2.34
20-30 2.48 20-30 5.99 20-30 4.78 20-30 2.31
30-40 2.52 30-40 6.30 30-40 4.62 30-40 2.28
40-50 2.56 40-50 6.64 40-50 4.47 40-50 2.25
50-60 2.59 50-60 7.04 50-60 4.33 50-60 2.22
0-10 2.63 0-10 7.50 0-10 4.20 0-10 2.20
10-20 2.67 10-20 8.03 10-20 4.08 10-20 2.17
20-30 2.72 20-30 8.67 20-30 3.97 20-30 2.15
30-40 2.76 30-40 9.44 30-40 3.87 30-40 2.12
40-50 2.81 40-50 10.40 40-50 3.77 40-50 2.10
50-60 2.85 50-60 11.62 50-60 3.68 50-60 2.08
0-10 2.90 0-10 13.24 0-10 3.59 0-10 2.05
10-20 2.95 10-20 15.52 10-20 3.51 10-20 2.03
20-30 3.01 20-30 18.99 20-30 3.43 20-30 2.01
30-40 3.07 30-40 25.04 30-40 3.36 30-40 1.99
40-50 3.12 40-50 38.80 40-50 3.29 40-50 1.97
50-60 3.19 50-60 128.56 50-60 3.22 50-60 1.95
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３．今回の推進会議の目的

15



法に定める意見聴取等（事前の同意） 流域治⽔

 特定都市河川の指定にあたって、流域内の市町村長や下水道管理者への法定の意見聴取が必要となる。
 今回の会議は、法定の意見聴取に先立ち、事前の同意を得ることを目的としている。

法定の意見聴取等（法第３条第７項から第９項まで）

引用：「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」（令和5年1月）

①流域内の都道府県知事及び市町村⻑への意⾒聴取
特定都市河川等を指定する際には、流域における浸⽔被害の実態、流域の地形等について⼗分把握する必要があるため、流域内の都道府県知事及

び市町村⻑（都道府県知事が指定する場合は市町村⻑）の意⾒を聴かなければならない。
なお、指定を⾏おうとする際に、流域内の都道府県知事、または、市町村⻑が意⾒を述べる時は、関係部局の意⾒を取りまとめることが望ましい。

②下⽔道管理者への意⾒聴取
特定都市河川等を指定する際には、下⽔道の排⽔区域について指定する必要がある。このため、流域における下⽔道計画、下⽔道の整備状況、下⽔

道に起因する内⽔被害の実態について熟知している下⽔道管理者の意⾒を聴かなければならない。
下⽔道の管理は原則として市町村⼜は都道府県が⾏うものとされているが、⼀部事務組合が管理を⾏う場合など下⽔道管理者が市町村⻑、または、

都道府県知事と⼀致しない場合も想定されることから、ここでは下⽔道管理者への意⾒聴取を、流域内の都道府県知事及び市町村⻑とは区別して位置
付けている。

③国⼟交通⼤⾂への同意付き協議
⼀級河川の指定区間の管理のうち河川整備計画の策定等については国⼟交通⼤⾂の認可（河川法第79条第１項）を、⼆級河川の管理のうち河川整

備基本⽅針及び河川整備計画の策定等については国⼟交通⼤⾂の同意付き協議（河川法第79条第2項）を要することとされていることから、特定都市
河川等の指定についても、国⼟交通⼤⾂に同様の関与を求めることとしている。
都道府県知事が特定都市河川等の指定を⾏おうとするときは、国⼟交通⼤⾂への同意付き協議に先⽴ち、市町村⻑及び下⽔道管理者への意⾒聴取を

⾏っておかなければならない。

指定までのスケジュール
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令和５年度 令和６年度

特定都市河川の指定法定の意⾒聴取
（市町村⻑、下⽔道管理者）

国⼟交通⼤⾂の
同意付き協議

事前の同意
（市町村⻑、下⽔道管理者）

国⼟交通省との事前協議

今回の推進会議
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